
目標 計画・条例等 実績 備考 所属等

1 健康寿命の延伸

「健康寿命延伸推
進本部」（仮称）
の設置と市民団体
の掘り起しや活性
化

京都市民健康づく
りプラン（第2次）

・庁内の関連施策の徹底的な
融合により，健康づくりを推
進する全庁的な組織として
「健康長寿のまち・京都推進
本部」を設置（平成27年6
月）
・幅広い団体等の参画により
オール京都で市民ぐるみの健
康づくりを推進する運動組織
として「健康長寿のまち・京
都市民会議（準備会）」が設
立され，キックオフイベント
を開催（平成27年11月）

保健衛生推進室
保健医療課

2
生活困窮者に対する支援の充
実

福祉事務所等に相
談支援員を5名配置

－

・地域福祉課内に5名の自立
相談支援員を配置するととも
に，相談専用ダイヤルの設置
を行い，生活困窮者への支援
体制を構築
・従来から実施している生活
保護受給者向けの就労支援施
策について，生活困窮者と一
体的運用ができるよう再編

3 医療扶助相談支援員の配置

医療扶助相談支援
員を，市内7箇所の
福祉事務所に新た
に配置

－

・医療扶助相談支援員を4名
から7名に増員し，市内7箇所
の福祉事務所に各1名ずつ配
置のうえ，医療扶助相談支援
体制の充実

平成２７年度保健福祉局運営の総括表

取組名

１　「いのち」
　すべての市民の皆様のかけが
えのない「いのち」を守ります。

生活福祉部
地域福祉課

基本方針・重点方針
平成27度重点取組



4 監査適正給付推進課の設置

生活保護を含めた
社会保障制度全体
の適正な運営の一
層の推進

－

・生活保護不正受給事案につ
いて告発等を実施
　告発６件，逮捕６件
　指定医療機関指定取消１件
・組織統合により，旧適正給
付推進課の告発や府警ＯＢの
調査に係るノウハウ，旧監査
指導課の検査のノウハウを互
いに活用し合うことにより，
不正請求を行った障害・介護
サービス事業者の告発を検討
するルールを作成するなど，
生活保護以外の悪質な事案へ
の対応も強化

保健福祉部
監査適正給付推進

課

5 国民健康保険料率の引き下げ
国民健康保険料率
の引き下げ

－

・国保制度の創設（昭和36
年）以来，初めて医療分・後
期高齢者支援分・介護分の全
ての保険料率を引き下げ

生活福祉部
保険年金課

6
民間社会福祉施設耐震改修助
成

民間保育所14箇所
分，民設児童館3カ
所分の耐震改修助
成を実施

「京都市社会福祉
施設等耐震化計
画」
「京都市民営保育
園耐震化計画」

・耐震改修助成を実施（民間
保育所15箇所分，民設児童館
3箇所分）

保健福祉部
保健福祉総務課，

子育て支援部
児童家庭課，保育

課

7 子ども医療費支給制度の拡充

入院医療費・通院
医療費ともに対象
を中学校3年生まで
拡大

－
・支給対象を小学校6年生ま
でから中学校3年生までに拡
大（平成27年9月）

生活福祉部
地域福祉課

8 保健医療システムの構築

乳幼児健診等の母
子保健事業及び予
防接種事業並びに
がん検診事業につ
いて，住民基本台
帳システムと連動
したシステムの導
入による受診歴等
の個別管理の実施

－

・保健センター等で実施して
いる乳幼児健診等の母子保健
事業及び予防接種事業並びに
がん検診事業について，住民
基本台帳システムと連動した
システムを構築

保健衛生推進室
保健医療課

１　「いのち」
　すべての市民の皆様のかけが
えのない「いのち」を守ります。



1 保育所整備助成事業
保育所入所定員
（380名増）及び入
所児童数の拡大

・保育所等の新設4箇所，増
改築等12箇所，分園設置1箇
所の整備により，650人分の
児童受入枠を拡大

2 小規模保育整備助成
小規模保育事業の
新設（2箇所）

・小規模保育事業等の21箇所
の整備により，251人分の児
童受入枠を拡大

3
子育て家庭のニーズに応じた
多様な保育サービスの充実

時間外保育を拡
充，一時預かり事
業2箇所，病児保育
（病後児併設型）1
箇所の実施

・一時預かり事業：新たに2
箇所で実施（計50箇所→52箇
所）
・時間外保育事業：京都市子
ども・子育て支援事業計画に
基づき，提供体制を確保
・病児・病後児保育事業：病
後児保育事業を1箇所廃止
し，新たに病児・病後児併設
型事業を1箇所開設（これに
より，病児・病後児併設型事
業が5箇所，病後児保育事業
のみが2箇所，計7箇所）

5 第3子以降の保育料免除事業

同時入所を問わ
ず，子どもが3人以
上いる世帯の3人目
以降の保育料を無
料化

・国制度では同時に3人以上
保育所等に入所していること
を要件としている第3子以降
の保育料免除について，保育
所等への同時入所を問わず，
世帯内の3人目以降について
実施（所得制限あり）

6
子ども・子育て支援新制度へ
の移行支援

つなぎ資金の貸付
の実施

・移行に際して運転資金の確
保が困難な施設・事業所16箇
所に対し，つなぎ運転資金の
貸付けを実施

7 障害児保育対策の充実
民間保育所の障害
児保育における職
員配置の充実

・障害児の認定区分と保育士
加配について，公・民同一の
新たな基準を設定し，民営保
育園の障害児保育における職
員配置を充実

子育て支援部
保育課

２　「はぐくみ」
　　子どもを安心して生み，楽しく
育てることができるまちづくりを
進めます。

京都市未来こども
はぐくみプラン



8 学童クラブ事業の充実
対象児童につい
て，小学校6年生ま
でに拡大

・学童クラブ事業の対象を小
学校6年生まで拡大
・新たに1箇所で学童クラブ
事業を実施する団体に対して
補助金を交付

9
子育て支援活動いきいきセン
ター（つどいの広場）事業の
充実

市内5箇所で「出張
ひろば」及び「地
域支援」をモデル
実施

・モデル的に5箇所のつどい
の広場において，職員が地域
に出向き，地域の身近な場所
で交流事業等を実施する「出
張ひろば」と関係機関や子育
て支援活動を実施する団体等
と連携を図ったうえで，各種
事業に取り組む「地域支援」
の事業を実施

10
家族再統合のための保護者支
援事業（児童虐待対策事業）

児童虐待を行った
保護者に対する，
保護者支援プログ
ラムの活用，基本
的理解やスキル
アップのための職
員養成研修，保護
者援助のための啓
発冊子の作成及び
講演会の実施

－

・保護者支援プログラムの実
施（ＭＹ ＴＲＥＥペアレン
ツ・プログラム全17回延べ
108名参加，子育て教室「た
けのこルーム」全9回延べ22
名参加）
・職員研修（安全パートナリ
ング（所内）延べ114名，ど
ならない子育て練習法トレー
ナー養成（所内）18名，サイ
ンズ・オブ・セイフティアプ
ローチ（派遣）3名）
・児童虐待防止啓発冊子の作
成及び配布（市立小中学校，
保育園・保育所，幼稚園，児
童館等）

児童福祉センター

11
育児支援ヘルパー派遣事業の
拡充

最大派遣回数の拡
充と対象者の拡充

・継続的な支援が特に必要な
家庭を対象に最大派遣回数を
24回から52回に拡充
・「在宅で人口呼吸器等の医
療機器を装着する等，医療的
ケアを必要とする概ね1歳未
満の重度の在宅療養児等がい
る家庭」を対象に追加

保健衛生推進室
保健医療課

12 ひとり親家庭自立支援対策

「高等職業訓練促
進給付金等事業」
の対象資格の拡大
と「高等学校卒業
程度認定試験合格
支援事業」の実施

・「高等職業訓練促進給付金
等事業」の対象資格を拡大
・「高等学校卒業程度認定試
験合格支援事業」を創設

子育て支援部
児童家庭課

京都市未来こども
はぐくみプラン

子育て支援部
児童家庭課

２　「はぐくみ」
　　子どもを安心して生み，楽しく
育てることができるまちづくりを
進めます。

京都市未来こども
はぐくみプラン



1
障害者生活介護事業所等整備
助成

３事業所竣工
支えあうまち・京
都ほほえみプラン

・生活介護事業所１箇所，共
同生活援助事業所１箇所の新
設に対する整備助成を推進。
（１箇所未整備）

未整備分１箇所について
は，平成28年度の繰越明
許費として計上し，平成
28年度に実施予定

障害保健福祉推進
室

2
地域リハビリテーションの推
進及び高次脳機能障害者支援
の実施

地域リハビリテー
ションの推進に向
けた事業の充実，
新たなニーズとし
ての高次脳機能障
害のある方への支
援の実施

京都市におけるリ
ハビリテーション
行政の基本方針

・旧身体障害者リハビリテー
ションセンターを機能再編
し，地域リハビリテーション
のより一層の推進と新たな
ニーズである高次脳機能障害
者支援に重点を置いた「地域
リハビリテーション推進セン
ター」を開設（平成27年4
月）
・高次脳機能障害者専門相談
窓口「高次脳機能障害者支援
センター」を地域リハビリ
テーション推進センター内に
設置（平成27年7月）

地域リハビリテー
ション推進セン

ター

3
障害者24時間相談体制構築モ
デル事業（障害者地域生活支
援拠点の設置）

「障害者地域生活
支援拠点」の運
営，夜間・早朝時
間帯における相談
受付専用電話の設
置

・中部圏域（上京区，中京
区，下京区，南区）を対象
に，モデル事業として，1箇
所の障害者地域生活支援セン
ターに「障害者地域生活支援
拠点」を設置し，土日祝日等
の相談体制を構築（平成27年
6月）

・委託先との調整に時間
を要したため，平成28年
7月に夜間・早朝相談受
付専用電話を設置

4
障害者差別解消法の周知・啓
発事業

・本市における対
応要領の策定
・市民，事業者等
に対する法の趣旨
及び内容の周知啓
発

・「障害を理由とする差別の
解消の推進に関する京都市対
応要領」及び「事例集」の策
定・周知
・障害者差別解消法啓発リー
フレットの作成・配布（3万
部）
・障害者差別解消法啓発シン
ポジウムの開催（129名参
加）

支えあうまち・京
都ほほえみプラン

３　「くらし」
　子どもから高齢の方まで，障
害のある方もない方も，いきいき
と暮らすことができるまちづくり
を進めます。

障害保健福祉推進
室



5 介護基盤等整備

ア　地域密着型特
別養護老人ホーム
建設助成（4箇所，
116人）
イ　介護老人保健
施設建設助成（1箇
所，120名）
ウ　小規模多機能
型居宅介護拠点建
設助成（6箇所）
エ　認知症高齢者
グループホーム建
設助成（5箇所）

・特別養護老人ホーム5,667
人分，介護老人保健施設
4,292人分，小規模多機能型
居宅介護拠点81箇所及び認知
症高齢者グループホーム
1,804人分を整備
(平成27年度までの累計）

長寿社会部
介護保険課

6 認知症サポート医の養成研修

認知症サポート医
養成研修受講者の
増（年間5人→10
人）

・認知症サポート医を新たに
10名養成（国立長寿医療研究
センターの研修受講）〔累計
39名養成〕

7
高齢者に対する生活支援サー
ビス実態調査事業

生活支援サービス
の種類や量につい
ての実態調査

・平成29年度からの総合事業
の実施に向け，生活支援サー
ビス（インフォーマルサービ
ス）を提供する事業所・住民
団体等582箇所に対して調査
を実施し，サービスの種類や
量，拡大意向，運営上の課題
等を把握

8
高齢者支え合い担い手づくり
事業

地域社会の幅広い
支え合いの担い手
として活躍できる
ための仕組みづく
り

・平成29年度からの総合事業
の実施に向け，生活支援サー
ビスを提供する事業者や担い
手の募集情報をWeb上で検索
し，担い手としての活動や円
滑なサービス利用を促進する
ためのシステムを開発

9
介護保険サービス事業者等指
導監査体制の充実

指導体制の強化

・介護支援専門員2人（非常
勤嘱託員）を配置し体制を充
実
・実地指導実施件数の増加
　（平成27年度569件　体制
充実前より112件増加）

保健福祉部
監査適正給付推進

課

10 中央斎場火葬炉改修
火葬炉の大規模改
修に向けた設計

－
・平成28年度から平成30年度
にかけて行う火葬炉改修工事
に向けた設計を実施

保健衛生推進室
医務衛生課

３　「くらし」
　子どもから高齢の方まで，障
害のある方もない方も，いきいき
と暮らすことができるまちづくり
を進めます。

第6期京都市民長寿
すこやかプラン

長寿社会部
長寿福祉課



11 臨時福祉給付金支給事業 給付金の支給 －

・消費税率引上げに関する低
所得者への負担を軽減するた
め，暫定的・臨時的な措置と
して，給付金を支給

生活福祉部
地域福祉課

12
子育て世帯臨時特例給付金支
給事業

給付金の支給 －

・26年度に引き続き，消費税
率の引上げに関する子育て世
帯への負担を軽減するため，
暫定的・臨時的な措置とし
て，給付金を支給

子育て支援部
児童家庭課

1
地域あんしん支援員による支
援体制の充実

地域あんしん支援
員の3名増員

京・地域福祉推進
指針

・地域あんしん支援員の3名
増員による寄り添い型支援体
制の充実
・47世帯に対し寄り添い支援
を実施

生活福祉部
地域福祉課

2 ごみ屋敷等対策

区役所，関係機
関，地域の方々の
一層の連携によ
る，継続した要支
援者のバックアッ
プ

・ごみ屋敷と判定した142世
帯のうち105世帯に対し，自
主的な清掃に加え，本市の支
援による延べ193回の清掃活
動を行う等，具体的な支援を
実施してきた結果，85世帯の
不良な生活環境を解消
・右京区におけるいわゆるご
み屋敷に対し，有識者の意見
等を踏まえ，平成27年11月に
行政代執行を実施

保健福祉部
保健福祉総務課

3
～地域で，気づき・つなぎ・
支える～認知症総合支援事業

「京都市版認知症
ケアパス」の地域
における活用，認
知症高齢者徘徊対
応支援事業，若年
性認知症支援事業
の継続，認知症市
民啓発等事業

・「気づいて・つながる認知
症ガイドブック～京都市版認
知症ケアパス～」の地域での
活用（地域での活用研修
区・支所各1回実施）
・京都市「認知症高齢者の行
方不明時における早期発見に
関する連携要領」の策定及び
運用（平成28年3月）
・認知症高齢者行方不明（徘
徊）対応ハンドブックの作
成・配布（平成28年3月
35,000部）
・認知症フォーラムinきょう
との開催（平成28年2月）
・若年性認知症支援基礎研修
の実施（平成28年1月）
・認知症に関する市民啓発

長寿社会部
長寿福祉課

４　「地域力」
　保健・医療・福祉が連携し，地
域で支え合うまちづくりを進めま
す。

３　「くらし」
　子どもから高齢の方まで，障
害のある方もない方も，いきいき
と暮らすことができるまちづくり
を進めます。

第6期京都市民長寿
すこやかプラン



4
地域における医療・介護・福
祉の連携強化に向けた地域ケ
ア会議の充実

日常生活圏域単位
の地域ケア会議の
新設，地域におけ
る在宅医療・介護
の連携の推進

・新たに日常生活圏域を開催
単位とする地域ケア会議を新
設し，すべての日常生活圏域
（76圏域）において，地域の
医療・介護関係機関の参画を
得て開催
・高齢サポート（地域包括支
援センター）の管理責任者に
対する研修の実施（3日間）

長寿社会部
長寿福祉課

5
「京（みやこ）・食育推進プ
ラン」次期計画の策定

次期計画の策定
新「京（みや
こ）・食育推進プ
ラン」

・「健康長寿のまち・京都食
育推進プラン」の策定（平成
28年3月）

6
「京都市食の安全安心推進計
画」次期計画の策定

次期計画の策定
京都市食の安全安
心推進計画

・「第2期京都市食の安全安
心推進計画（平成28年度～32
年度）」の策定（平成28年3
月）

1
「人と動物とが共生できる，
うるおいのある豊かな社会」
推進事業

動物愛護推進事
業，犬猫等のふん
尿被害対策，犬猫
に対するマイクロ
チップ装着の普及
促進

－

・府市共同による「京都動物
愛護センター」の設置（平成
27年5月）
・犬猫等のふん尿被害対策を
はじめとした動物による迷惑
事象を防止するための適正飼
養等の推進，マイクロチップ
装着に係る助成制度の開始
・収用犬の問題行動を是正し
て譲渡につなげる「京都方
式」及び子猫の一時預り在宅
ボランティア制度の実施等を
通じた，京都動物愛護セン
ターにおける譲渡事業の推進
・府市共同で制定した「京都
動物愛護憲章」の理念を子ど
もたちに伝える副読本の制作
・「京都市動物愛護行動計画
（改定版）」の策定（平成28
年3月）

４　「地域力」
　保健・医療・福祉が連携し，地
域で支え合うまちづくりを進めま
す。

保健衛生推進室
保健医療課

５　「改革と創造」
　保健福祉行政を取り巻く環境
の変化に対応し，施策の「改革」
と新たな展開の「創造」を推進し
ます。

第6期京都市民長寿
すこやかプラン

保健衛生推進室
医務衛生課



2
衛生環境研究所と京都府保健
環境研究所の共同化による整
備事業

衛生環境研究所と
京都府保健環境研
究所の共同化

－
・整備に向けた設計を実施
（平成27年度～平成28年度）

3
監査適正給付推進課の設置＜
再掲＞

生活保護を含めた
社会保障制度全体
の適正な運営の一
層の推進

－

・生活保護不正受給事案につ
いて告発等を実施
　告発６件，逮捕６件
　指定医療機関指定取消１件
・組織統合により，旧適正給
付推進課の告発や府警ＯＢの
調査に係るノウハウ，旧監査
指導課の検査のノウハウを互
いに活用し合うことにより，
不正請求を行った障害・介護
サービス事業者の告発を検討
するルールを作成するなど，
生活保護以外の悪質な事案へ
の対応も強化

保健福祉部
監査適正給付推進

課

4 各施策の見直し
計画に掲げた取組
の推進

はばたけ未来へ！
京プラン　実施計
画

＜老人医療費支給制度＞
・一部負担金割合を2割に変
更（平成27年4月）
・対象要件を所得税非課税世
帯のみに変更（平成27年8
月）

＜一部の市営保育所の民間移
管＞
・「京都市九条保育所」及び
「京都市吉祥院保育所」を民
間移管

各所属

５　「改革と創造」
　保健福祉行政を取り巻く環境
の変化に対応し，施策の「改革」
と新たな展開の「創造」を推進し
ます。

保健衛生推進室
医務衛生課


